
入 札 心 得 
 

 

第１ 一般競争入札に参加し、石川県立中央病院に物品の供給等をしようとする者（以下

「入札者」という。）は、この心得及び石川県財務規則（昭和 38年規則第 67号）を守

らなければならない。 

 

第２ 入札者は一般競争入札の執行に係る通知書及び契約条件その他関係書類並びに見本

等（以下「仕様書等」という。）を熟覧の上、総額又は単価をもって入札しなければな

らない。 

 

第３ 入札者は、入札執行時間に遅れないように指定の場所に参集しなければならない。 

 

第４ 入札者は、入札書を入札箱に投入した後は、いかなる理由があっても書換え、引換え、

又は撤回することができない。 

 

第５ 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

  (1) 入札保証金が不足した者の入札 

  (2) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札 

  (3) 入札書の訂正個所に訂正印がない入札 

  (4) 入札書に記名押印がない入札 

  (5) 他の入札参加者の代理人を兼ね又は二以上の代理人となった者のした入札 

  (6) 一の入札者又はその他代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札 

  (7) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札 

 

第６ 入札執行時間に遅れた者、又は入札が無効とされた者は、当該入札に参加することは

できない。 

 

第７ 入札者は、入札後仕様書等についての不明を理由として異議を申し出ることはでき

ない。 

 

第８ この心得にない事項については、県管財課に準ずる。 

 


